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雇用情勢の悪化と助成金制度 

 

◆厳しい情勢が続く 

厚生労働省が発表した１月の有効求人

倍 率 は 、 前 月 よ り 0.06 ポ イ ン ト 低 い

0.67 倍で、2003 年９月以来、５年４

カ月ぶりの低水準を記録しました。また、

総 務 省 が 発 表 し た １ 月 の 完 全 失 業 率 は

4.1％で、前月より 0.2 ポイント改善し

たものの、依然として高い数値となって

います。完全失業者の数は、前年同月比

21 万人増の 277 万人に上っています。 

世界的な金融危機と景気後退を受け、

生産・雇用情勢が一段と悪化している折

り、政府は様々な雇用対策を打ち出して

います。 

 

◆数値でみる雇用情勢 

有効求人倍率とは、公共職業安定所（ハ

ローワーク）で職を探している人１人に

つき何人分の求人があるかを示す数値で、

雇用情勢の動向が比較的早く数値に反映

されると言われています。１月における

数値の低下は、1992 年以来の大幅なも

のとなりました。 

完全失業率は、15 歳以上の働く意思

のある人のうち、まったく職についてい

ない人の比率を示す数値です。１月は３

カ月ぶりに改善しましたが、これは厳し

い雇用情勢を受けて職探しを一時見合わ

せる人や、女性の短時間労働者が増える

などしたための形式的・一時的なものと

みられ、雇用情勢の厳しさは変わらない

と判断されています。 

 

◆助成金による政府の雇用改善対策 

政府は雇用対策の一環として、助成金

制度の新設と要件緩和・要件拡充を次々

に打ち出しています。 

例えば、新たに「若年者等正規雇用化

特別奨励金」が創設されています。これ

は、雇用改善を目指し正規雇用を支援す

るもの で、「採用 内定 を取り 消され て就

職先が未決定の学生等」または「年長フ

リーターおよび 30 代後半の不安定就労

者」を正規雇用する事業主が、一定期間

ごとに引き続き正規雇用する場合に、中

小企業には総額 100 万円、大企業には

総額 50 万円の奨励金を支給するもので

す。 

この他にも、｢雇用調整助成金」・「中小

企業緊急雇用安定助成金」、「派遣労働者

雇用安定化特別奨励金」、「離職者住居支

援 給 付 金 」、「 介 護 未 経 験 者 確 保 等 助 成

金」、「特定求職者雇用開発助成金」など、

様々な助成金制度が創設され、要件が緩

和されています。 

 

◆助成金による雇用改善策は実るか 

このような助成金制度による雇用対策

により、政府の目指す雇用改善はどれだ

け図られるでしょうか。その成果が有効

求人倍率や完全失業率に数値として現れ

てくるまでには、まだまだ時間がかかり

そうです。雇用情勢の悪化が今後も続く

ことが懸念されます。 
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４月から発送が開始される 

「ねんきん定期便」 

 

◆「特別便」の成果はいかに？ 

社 会 保 険 庁 は 、 2007 年 の 年 末 か ら

2008 年の秋にかけて、すべての年金受

給者と加入者（約１億 900 万人）に対

して、「ねんきん特別便」の発送を行いま

した。しかし、思ったほどの効果は上が

っていないようです。 

この「特別便」への回答率は、昨年 12

月末時点で 63％にとどまっており（そ

のうち約 14％に当たる 991 万人が自分

の記録に「漏れ」や「間違い」があると

回答しています）、当初の予想よりもだい

ぶ低い結果となっています。 

 

◆「ねんきん定期便」とは？ 

今年の４月からは、年金加入者（国民

年金・厚 生年 金の被 保険者。約 7,000

万人）に対し、「ねんきん定期便」の送付

が始まります。社会保険庁は、これによ

り年金記録の「再点検」を求めるとして

います。なお、送付の周期は「毎年誕生

月に送付」となっています。 

この「定期便」では、「特別便」とは異

なり、記録の改ざんなども見抜けるよう

な工夫がなされるようです。自分の年金

加入記録（履歴）に加え、（１）標準報酬

月額、（２）将来の年金見込額、（３）保

険料の納付実績も記載されることとなっ

ています。 

 

◆「定期便」に封入される予定のもの 

この「定期便」には、基本的には以下

のものが封入されることになっています。 

（１）定期便の本体 

（２）説明書（冊子） 

（３）回答票 

（４）返信用封筒 

なお、自分の年金記録漏れに気付いて

いない加入者については、記録漏れを申

し出るためのヒントとして、記録が漏れ

ている期間を示す書類（「あなた様の年金

加入記録に結び付く可能性のある記録の

お知らせ」）が同封されることになってい

ます。 

この「ねんきん定期便」の詳細やひな形

等 に 関 し て は 、 社 会 保 険 庁 の ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

（ http://www.sia.go.jp/topics/200

6/n1124.html）でご覧いただくことが

できます。 

 

４月の税務と労務の手続 

［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の

納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用 保 険 被保 険 者資 格取 得 届 の提 出

＜前 月 以 降に 採 用し た労 働 者 がい る

場合＞［公共職業安定所］ 

○ 労働 保 険 一括 有 期事 業開 始 届 の提 出

＜前 月 以 降に 一 括有 期事 業 を 開始 し

ている場合＞［労働基準監督署］ 

15 日 

○ 給与 支 払 報告 に 係る 給与 所 得 者異 動

届の提出＜4 月 1 日現在＞ 

［市区町村］ 

30 日 

○ 公益法人等の道府県民税・市町村民税

均等割申告・納付 

［都道府県・市区町村］ 

○ 固定 資 産 税＜ 都 市計 画税 ＞ の 納付 ＜

第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 軽自動車税の納付［市区町村］ 

○ 預金管理状況報告の提出 

［労働基準監督署］ 

○ 労働 者 死 傷病 報 告の 提出 ＜ 休 業４ 日

未満、１月～３月分＞ 

［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付 

［郵便局または銀行］ 

○ 日雇 健 保 印紙 保 険料 受払 報 告 書の 提

出［社会保険事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使

用状況報告書の提出 

［公共職業安定所］ 
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